［ 様 式 ３ ］
処理公示前排水設備工事申入れ書

（あて先）八　尾　市　長
八尾市   　　町    　丁目   　番     号 においては、現在下水道法第９条第２項に規定されている処理公示がなされておりません。本来なら排水設備工事は、この処理公示がなされた後に行うべきでありますが、下記理由により早急に排水設備工事を行う必要がありますので、何卒よろしくお願いします。
また、処理公示前に工事を着手することで問題等が生じた場合には、貴市の指示に従い、問題の解決にあたります。なお、処理公示前の排水設備工事の確認申請となりますが、何卒よろしくお願いいたします。

記

１．新　築

２．改　造　・　浄化槽切替
　　理　由
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
令和     年     月     日
申  請  人

住　所    　　　　　　　　　　　 

氏　名　　　　　　　　　　　　　　

〇　現地調査の結果、下水道法第９条第２項の処理公示前ではありますが、　早急な排水設備工事が必要と判断します。

(指定第　　　  号)  指 定 業 者    　　　　　　　　　　　　

                       責任技術者        　　     　         
備考

